
JP 2020-7098 A5 2021.9.2

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第７区分
【発行日】令和3年9月2日(2021.9.2)

【公開番号】特開2020-7098(P2020-7098A)
【公開日】令和2年1月16日(2020.1.16)
【年通号数】公開・登録公報2020-002
【出願番号】特願2018-129520(P2018-129520)
【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｈ   5/06     (2006.01)
   Ｂ６５Ｈ   3/46     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｈ    5/06     　　　Ｄ
   Ｂ６５Ｈ    3/46     　　　Ｄ
   Ｇ０３Ｇ   15/00     ４０５　

【手続補正書】
【提出日】令和3年7月5日(2021.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に支持される軸部と、
　シートに接触する外周面と、前記軸部に嵌合する孔部と、を有するローラ部材であって
、前記孔部が前記軸部を中心に回転可能に支持されシートを搬送するローラ部材と、
　前記ローラ部材の前記軸部への装着時に前記ローラ部材を前記軸部に対して位置合わせ
するガイド部材と、
を備え、
　前記ローラ部材は、前記軸部の軸線に沿った装着方向における前記孔部の下流端に開口
部が形成され、前記軸部に対して前記装着方向の上流から下流に向かって前記ローラ部材
が動かされる場合に、前記装着方向における前記軸部の上流端が前記開口部を介して前記
孔部に入り込むように構成されており、
　前記ガイド部材の少なくとも一部は、前記軸部の前記上流端より前記装着方向の上流に
設けられており、
　前記ガイド部材は、前記軸部の前記上流端よりも前記装着方向の上流で前記ローラ部材
の前記外周面が前記ガイド部材と当接した場合に、前記装着方向に視て前記軸部の前記上
流端が前記ローラ部材の前記開口部の内側に位置するように配置されている、
　ことを特徴とするシート搬送装置。
【請求項２】
　前記ガイド部材は、前記軸部の前記上流端よりも前記装着方向の上流で前記ローラ部材
の前記外周面が前記ガイド部材に当接した場合に、前記ローラ部材の回転中心から前記軸
部の回転中心までの距離が、前記装着方向に視た前記ローラ部材の前記開口部の半径と前
記軸部の前記上流端の半径との差よりも小さくなるように配置されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシート搬送装置。
【請求項３】
　前記軸部の前記上流端は、前記装着方向に視て円形状であり、
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　前記ローラ部材の前記開口部は、前記装着方向に視て前記軸部の前記上流端の半径より
も大きな半径の円形状である、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のシート搬送装置。
【請求項４】
　前記軸部は、前記装着方向の上流に向かって前記上流端に近づくにつれて外径が小さく
なるテーパ部を有し、
　前記孔部は、前記装着方向の下流に向かって前記開口部に近づくにつれて内径が大きく
なるテーパ部を有する、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシート搬送装置。
【請求項５】
　前記ガイド部材は、前記軸部に装着されていない状態の前記ローラ部材の重量を支持可
能であり、かつ、前記ガイド部材に支持された前記ローラ部材の回転中心が重力方向にお
いて前記軸部の回転中心より下方に位置するように配置されている、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のシート搬送装置。
【請求項６】
　前記ガイド部材の前記装着方向における上流端は、前記軸部の前記上流端に対して、前
記ローラ部材の前記装着方向における長さより離れた位置まで前記装着方向の上流に延び
ており、
　前記ガイド部材の前記装着方向における下流端は、前記軸部の前記上流端に対して、前
記装着方向の上流側に離れており、
　前記ガイド部材の前記下流端と前記軸部の前記上流端との前記装着方向の距離は、前記
ローラ部材の前記装着方向における長さの半分より短い、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のシート搬送装置。
【請求項７】
　前記ガイド部材は、前記装着方向に視て前記ローラ部材の前記外周面に沿って湾曲した
凹状の面を有する、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のシート搬送装置。
【請求項８】
　前記ガイド部材は、前記装着方向に交差する方向において異なる位置でそれぞれ前記ロ
ーラ部材の前記外周面に当接する第１当接部及び第２当接部を有する、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のシート搬送装置。
【請求項９】
　前記第１当接部及び前記第２当接部は、前記装着方向に視てＶ字形状に配置された２つ
の面である、
　ことを特徴とする請求項８に記載のシート搬送装置。
【請求項１０】
　前記第１当接部及び前記第２当接部は、前記装着方向に交差する方向において互いに離
れて設けられて、それぞれ前記装着方向に沿って延びる２つのリブである、
　ことを特徴とする請求項８に記載のシート搬送装置。
【請求項１１】
　前記装着方向に視て、前記第１当接部が前記ローラ部材の前記外周面に当接する位置と
前記第２当接部が前記ローラ部材の前記外周面に当接する位置との間の距離が、前記軸部
の半径より大きい、
　ことを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか１項に記載のシート搬送装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のシート搬送装置と、
　前記シート搬送装置により搬送されるシートに画像を形成する画像形成部と、を備える
、
　ことを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】



(3) JP 2020-7098 A5 2021.9.2

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　そこで、本発明は、容易にローラ部材を装着可能なシート搬送装置及びこれを備えた画
像形成装置を提供することを目的とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、シート搬送装置において、装置本体に支持される軸部と、シートに接触する
外周面と、前記軸部に嵌合する孔部と、を有するローラ部材であって、前記孔部が前記軸
部を中心に回転可能に支持されシートを搬送するローラ部材と、前記ローラ部材の前記軸
部への装着時に前記ローラ部材を前記軸部に対して位置合わせするガイド部材と、を備え
、前記ローラ部材は、前記軸部の軸線に沿った装着方向における前記孔部の下流端に開口
部が形成され、前記軸部に対して前記装着方向の上流から下流に向かって前記ローラ部材
が動かされる場合に、前記装着方向における前記軸部の上流端が前記開口部を介して前記
孔部に入り込むように構成されており、前記ガイド部材の少なくとも一部は、前記軸部の
前記上流端より前記装着方向の上流に設けられており、前記ガイド部材は、前記軸部の前
記上流端よりも前記装着方向の上流で前記ローラ部材の前記外周面が前記ガイド部材と当
接した場合に、前記装着方向に視て前記軸部の前記上流端が前記ローラ部材の前記開口部
の内側に位置するように配置されている、ことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明によると、ローラ部材の装着を容易に行うことができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　ローラ載置面８１は、図４（ｂ）及び（ｃ）に示すように、手前方向Ｄｏｕｔの下流側
から視て、回転軸７３の回転中心Ｃ２とローラ載置面８１との間の距離Ｒ２がリタードロ
ーラ４４の半径Ｒ１より長くなるように配置されている（Ｒ２＞Ｒ１）。すなわち、ロー
ラ載置面８１は、ローラ載置面８１に支持されたリタードローラ４４の回転中心Ｃ１が回
転軸７３の回転中心Ｃ２より下方に位置するように配置されている。また、リタードロー
ラ４４がローラ載置面８１に支持された際に、回転中心Ｃ１から回転中心Ｃ２までの距離
Ｒｘｈは、半径ＲＨ１と半径Ｒｘ１との差より小さい。すなわち、ローラ載置面８１は、
式１を満たすように配置されている。
［式１］
　Ｒｘｈ＜ＲＨ１－Ｒｘ１
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、ローラ載置面８１の最下部８３から回転中心Ｃ２までの、手前方向Ｄｏｕｔに直
交する直交方向としてのシート給送方向Ｅにおける距離Ｌａは、半径Ｒｘ以下である（Ｌ
ａ≦Ｒｘ）。すなわち、ローラ載置面８１は、ローラ載置面８１に支持されたリタードロ
ーラ４４の回転中心Ｃ１と回転軸７３の回転中心Ｃ２との間のシート給送方向Ｅにおける
距離Ｌａが半径Ｒｘ以下となるように配置されている。さらに、ローラ載置面８１は、距
離Ｌａが半径ＲＨ１と半径Ｒｘとの差以下となるように配置されている（Ｌａ≦ＲＨ１－
Ｒｘ）。そして、ローラ載置面８１は、ローラ載置面８１のシート給送方向Ｅにおける上
流端８２ａと下流端８２ｂとの間の距離、すなわちローラ載置面８１のシート給送方向Ｅ
における両端の距離Ｌｘが半径Ｒｘ以上となるように配置されている（Ｌｘ≧Ｒｘ）。な
お、距離Ｌｘは、半径Ｒｘの２倍以上であるほうがより望ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　また、ローラ載置面８１は、距離Ｌａが半径ＲＨ１と半径Ｒｘとの差以下となるように
配置されている。これにより、リタードローラ４４がローラ載置面８１に載置された際に
、回転中心Ｃ１と回転中心Ｃ２とのシート給送方向Ｅにおけるズレが回転軸７３を挿入孔
６０に挿入可能な許容範囲より大きくなることを防ぐことができる。
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